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【 請 求 項 １ 】
　 遊 技 に 関 す る 主 た る 制 御 を 司 る 主 制 御 手 段 及 び 遊 技 に 関 す る 情 報 を 記 憶 す る 記 憶 手 段 を
具 備 し て な る 主 制 御 基 板 と 、
　 少 な く と も 前 記 主 制 御 基 板 を 収 容 状 態 で 被 包 す る 被 包 部 材 と 、
　 少 な く と も 前 記 主 制 御 手 段 の 動 作 に 使 用 す る 電 力 を 供 給 す る 電 力 供 給 手 段 と 、
　 前 記 被 包 部 材 に 設 け ら れ 、 前 記 記 憶 手 段 の 記 憶 情 報 を 外 部 操 作 に よ り ク リ ヤ す る た め の
ク リ ヤ 手 段 と を 備 え た 遊 技 機 で あ っ て 、
　 前 記 ク リ ヤ 手 段 に 関 し 第 １ の 操 作 が さ れ た 状 態 で 、 前 記 電 力 供 給 手 段 に よ る 電 力 の 遮 断
状 態 か ら 供 給 状 態 へ と 切 り 換 え ら れ 、 そ の 後 前 記 ク リ ヤ 手 段 に 関 し 第 ２ の 操 作 が さ れ た 場
合 に 、 前 記 記 憶 手 段 の 記 憶 情 報 の ク リ ヤ が 許 容 さ れ る よ う 構 成 し た こ と を 特 徴 と す る 遊 技
機 。
【 請 求 項 ２ 】
　

【 請 求 項 ３ 】
　

【 請 求 項 ４ 】

遊 技 に 関 す る 主 た る 制 御 を 司 る 主 制 御 手 段 及 び 遊 技 に 関 す る 情 報 を 記 憶 す る 記 憶 手 段 を
具 備 し て な る 主 制 御 基 板 と 、
　 少 な く と も 前 記 主 制 御 基 板 を 収 容 状 態 で 被 包 す る 被 包 部 材 と 、
　 少 な く と も 前 記 主 制 御 手 段 の 動 作 に 使 用 す る 電 力 を 供 給 す る 電 力 供 給 手 段 と 、
　 前 記 被 包 部 材 に 設 け ら れ 、 前 記 記 憶 手 段 の 記 憶 情 報 を 外 部 操 作 に よ り ク リ ヤ す る た め の
ク リ ヤ 手 段 と を 備 え た 遊 技 機 で あ っ て 、
　 前 記 ク リ ヤ 手 段 が オ ン 操 作 さ れ た 状 態 で 、 前 記 電 力 供 給 手 段 に よ る 電 力 の 遮 断 状 態 か ら
供 給 状 態 へ と 切 り 換 え ら れ 、 そ の 後 前 記 ク リ ヤ 手 段 が オ フ 操 作 さ れ た 場 合 に 、 前 記 記 憶 手
段 の 記 憶 情 報 の ク リ ヤ が 許 容 さ れ る よ う 構 成 し た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。

前 記 被 包 部 材 内 に は 、 前 記 主 制 御 基 板 と は 別 に 、 前 記 電 力 供 給 手 段 に よ り 供 給 さ れ る 電
力 が 断 た れ た 場 合 に 、 前 記 記 憶 手 段 の 記 憶 内 容 を 保 持 す る た め の 保 持 電 力 を 供 給 可 能 な 保
持 電 力 供 給 手 段 を 具 備 す る バ ッ ク ア ッ プ 基 板 が 収 容 状 態 で 被 包 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 遊 技 機 。



　

【 請 求 項 ５ 】
　

【 請 求 項 ６ 】
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遊 技 に 関 す る 主 た る 制 御 を 司 る 主 制 御 手 段 及 び 遊 技 に 関 す る 情 報 を 記 憶 す る 記 憶 手 段 を
具 備 し て な る 主 制 御 基 板 と 、
　 少 な く と も 前 記 主 制 御 基 板 を 収 容 状 態 で 被 包 す る 被 包 部 材 と 、
　 前 記 被 包 部 材 と は 離 間 し た 位 置 に 設 け ら れ 、 少 な く と も 前 記 主 制 御 手 段 に 、 駆 動 用 電 源
を 供 給 す る 電 源 基 板 と
　 前 記 被 包 部 材 に 設 け ら れ 、 前 記 記 憶 手 段 の 記 憶 情 報 を 外 部 操 作 に よ り ク リ ヤ す る た め の
ク リ ヤ 手 段 と を 備 え た 遊 技 機 で あ っ て 、
　 前 記 駆 動 用 電 源 が 立 ち 上 げ ら れ た 場 合 に お い て 、 前 記 ク リ ヤ 手 段 に 関 し 第 １ の 操 作 が さ
れ た 状 態 に あ る か 否 か を 判 定 す る 第 １ 操 作 判 定 手 段 と 、
　 前 記 第 １ 操 作 判 定 手 段 に よ り 肯 定 判 定 さ れ た 場 合 、 当 該 肯 定 判 定 後 、 少 な く と も 前 記 ク
リ ヤ 手 段 に 関 し 第 １ の 操 作 が さ れ て い る 状 態 が 規 定 時 間 以 上 経 過 し た か 否 か を 判 定 す る 第
１ 時 間 判 定 手 段 と 、
　 前 記 第 １ 時 間 判 定 手 段 に よ り 肯 定 判 定 さ れ た 場 合 に 、 そ の 後 前 記 ク リ ヤ 手 段 に 関 し 第 ２
の 操 作 が さ れ た 状 態 に あ る か 否 か を 判 定 す る 第 ２ 操 作 判 定 手 段 と 、
　 前 記 第 ２ 操 作 判 定 手 段 に よ り 肯 定 判 定 さ れ た 場 合 、 当 該 肯 定 判 定 後 、 少 な く と も 前 記 ク
リ ヤ 手 段 に 関 し 第 ２ の 操 作 が さ れ て い る 状 態 が 規 定 時 間 以 上 経 過 し た か 否 か を 判 定 す る 第
２ 時 間 判 定 手 段 と
を 備 え 、 前 記 第 ２ 時 間 判 定 手 段 に よ り 肯 定 判 定 さ れ た 場 合 に 、 前 記 記 憶 手 段 の 記 憶 情 報 の
ク リ ヤ が 許 容 さ れ る よ う 構 成 し た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。

遊 技 に 関 す る 主 た る 制 御 を 司 る 主 制 御 手 段 及 び 遊 技 に 関 す る 情 報 を 記 憶 す る 記 憶 手 段 を
具 備 し て な る 主 制 御 基 板 と 、
　 少 な く と も 前 記 主 制 御 基 板 を 収 容 状 態 で 被 包 す る 被 包 部 材 と 、
　 前 記 被 包 部 材 と は 離 間 し た 位 置 に 設 け ら れ 、 少 な く と も 前 記 主 制 御 手 段 に 、 駆 動 用 電 源
を 供 給 す る 電 源 基 板 と
　 前 記 被 包 部 材 に 設 け ら れ 、 前 記 記 憶 手 段 の 記 憶 情 報 を 外 部 操 作 に よ り ク リ ヤ す る た め の
ク リ ヤ 手 段 と を 備 え た 遊 技 機 で あ っ て 、
　 前 記 ク リ ヤ 手 段 が オ ン 操 作 さ れ た 状 態 に あ る 旨 及 び オ フ 操 作 さ れ た 状 態 に あ る 旨 の う ち
少 な く と も 一 方 を 信 号 と し て 出 力 可 能 な 信 号 出 力 手 段 と 、
　 前 記 信 号 出 力 手 段 の 出 力 結 果 に 基 づ き 、 前 記 駆 動 用 電 源 が 立 ち 上 げ ら れ た 場 合 に お い て
、 前 記 ク リ ヤ 手 段 が オ ン 操 作 さ れ た 状 態 に あ る か 否 か を 判 定 す る 第 １ 操 作 判 定 手 段 と 、
　 前 記 第 １ 操 作 判 定 手 段 に よ り 肯 定 判 定 さ れ た 場 合 、 当 該 肯 定 判 定 後 、 少 な く と も 当 該 肯
定 判 定 さ れ る 状 態 が 規 定 時 間 以 上 経 過 し た か 否 か を 判 定 す る 第 １ 時 間 判 定 手 段 と 、
　 前 記 第 １ 時 間 判 定 手 段 に よ り 肯 定 判 定 さ れ た 場 合 に 、 そ の 後 前 記 信 号 出 力 手 段 の 出 力 結
果 に 基 づ き 、 前 記 ク リ ヤ 手 段 が オ フ 操 作 さ れ た 状 態 に あ る か 否 か を 判 定 す る 第 ２ 操 作 判 定
手 段 と
を 備 え 、 前 記 第 ２ 操 作 判 定 手 段 に よ り 肯 定 判 定 さ れ た 場 合 に 、 前 記 記 憶 手 段 の 記 憶 情 報 の
ク リ ヤ が 許 容 さ れ る よ う 構 成 し た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。

前 記 被 包 部 材 内 に は 、 前 記 主 制 御 基 板 と は 別 に 、 前 記 電 源 基 板 に よ り 供 給 さ れ る 電 源 が
断 た れ た 場 合 に 、 前 記 記 憶 手 段 の 記 憶 内 容 を 保 持 す る た め の 保 持 電 力 を 供 給 可 能 な 保 持 電
力 供 給 手 段 を 具 備 す る バ ッ ク ア ッ プ 基 板 が 収 容 状 態 で 被 包 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 ４ 又 は ５ に 記 載 の 遊 技 機 。
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